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区役所・サンプラザ地区再整備事業に係る協定の締結等について 

 

 区役所・サンプラザ地区再整備事業（以下「本事業」という。）に係る協定

について、以下のとおり締結したので報告する。あわせて、事業協力者の提案

の概要について報告する。 

 

１．協定の締結について 

（１）野村不動産株式会社等との協定 

 平成２８年７月に本事業に係る事業協力者として、野村不動産株式会社を代

表企業とするグループ（野村不動産株式会社、清水建設株式会社、住友商事株

式会社、東急不動産株式会社、ヒューリック株式会社）を選定したところであ

る。今後の事業協力者との検討に向け、以下のとおり協定を締結した。 

① 目的 

本事業の円滑かつ早期の実現を目指し、区が予定している「区役所・サンプ

ラザ地区再整備事業計画」（以下「再整備事業計画」という。）の策定に向け、

協力して検討を行うにあたり、必要となる協力内容その他条件等について定め

ることを目的とする。 

② 役割分担 

再整備事業計画の検討は、区役所・サンプラザ地区再整備実施方針（以下「再

整備実施方針」という。）を前提に進めることとし、検討にあたっての区及び

事業協力者の役割分担は、次のとおりとする。 

＜区の役割＞ 

ア 再整備事業計画の策定 

イ 都市計画案の作成及び都市計画に係る協議及び調整 

ウ 公共基盤整備に係る計画検討及び調整 

エ 市街地再開発事業を含む本事業の全体調整 

オ 中野駅周辺関連事業や土地活用等に係る関係調整 

＜事業協力者の役割＞ 

ア 再整備実施方針に掲げる事項に係る事業化提案、検討及び検証 

イ 市街地再開発事業に係る施設計画及び事業収支等検討支援 

ウ 区の役割アからオ及びその関連事項に係る検討、協議及び調整への協力  

③ 有効期間 

協定締結日から再整備事業計画策定までとする。 



 

（２）独立行政法人都市再生機構との協定 

 区と独立行政法人都市再生機構（以下「ＵＲ都市機構」という。）は、平成

２６年１２月に「区役所・サンプラザ地区再整備に係る事業化の検討に関する

覚書」を取り交わし、本事業に向けた検討を協力して進めてきたところである。 

今般、再整備実施方針において、本事業の事業手法等を示したことを踏まえ、

以下のとおり協定を締結した。 

① 目的 

本事業の事業着手に向け、再整備事業計画について、協力して検討を進める

にあたり必要となる協力内容その他条件等について定めることを目的とする。 

② 役割分担 

＜区の役割＞ 

ア 再整備事業計画の策定 

イ 都市計画案の作成及び都市計画に係る協議及び調整  

ウ 公共基盤整備に係る計画検討及び調整 

エ 市街地再開発事業を含む本事業の全体調整 

オ 中野駅周辺関連事業や土地活用等に係る関係調整 

＜ＵＲ都市機構の役割＞ 

 ア 再整備事業の施行体制に係る検討 

 イ 土地区画整理事業に係る事業計画検討 

③ 有効期間 

協定締結日から１年間とする。ただし、協定の有効期間満了日の１ヶ月前ま

でに、いずれかからも書面による申入れがない場合は、自動的に 1年間更新さ

れるものとし、以後も同様の扱いとする。 

また、協定に基づく検討の結果、本事業実施に向けた各種協議が整った場合、

区はＵＲ都市機構に対して事業協力を要請の上で、別途、事業実施協定等を締

結するものとする。 

 

２．事業協力者の提案の概要について 

 事業協力者が応募時に提出した提案書の概要が事業協力者から示された。内

容については別紙のとおり。 

なお、提案書の概要は、中野区公式ホームページにて公表する。 
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